
基 発 1 1 0 5 第 １ 号 

国 不 建 第 1 0 5 号 

令 和 ６ 年 1 1 月 ５ 日 

公共発注者の長 殿 

厚 生 労 働 省 労 働 基 準 局 長 

国土交通省不動産・建設経済局長 

（ 公 印 省 略 ） 

建設業の働き方改革等の実現に向けた取組の実施について（協力依頼） 

日頃より、労働基準行政及び建設業行政の運営について、格別の御理解と御協力を賜り、

厚く御礼申し上げます。 

さて、本年４月から、建設業にも時間外労働の上限規制（以下「上限規制」という。概要

は参考１のとおり。）の適用が開始されました。これまでの働き方改革の取組によって、建

設業の労働時間は大きく減少していますが、なお高水準であり、令和６年４月から同年８月

までの間で、全産業に比べ 12.6 時間長い状況です（厚生労働省「毎月勤労統計調査」パー

トタイムを除く一般労働者）。また、建設業では就業者の高齢化も進み、将来の担い手確保

も懸念されており、働き方改革の推進や処遇の改善が必要不可欠です。 

こうした実態を踏まえ、厚生労働省と国土交通省では、適正な工期設定など、建設業で働

く方の労働環境の改善に向けた取組への御協力を呼びかけており、今後も別添のリーフレ

ット及び啓発動画「はたらきかたススメ ver２（建設業編）」（https://www.youtube.com/w

atch?v=mQrAWj4y_MQ）（ポータルサイト「はたらきかたススメ」（https://hatarakikatasus

ume.mhlw.go.jp/）にも掲載。）により周知広報を行ってまいります。 

つきましては、貴職におかれましても、適正な工期の確保、建設業で働く方の処遇改善に

向けて、下記の点につき、引き続き御理解と御協力をいただきますようお願いいたします。 

併せて、貴都道府県内の市区町村、地方公社等に対しても、別添のリーフレット及び啓発

動画を周知いただき、下記の点について御理解と御協力を得られるよう、お力添えをお願い

いたします。 

記 

１ 建設労働者の長時間労働の改善について 

建設労働者の長時間労働改善に向けて、令和６年３月 27 日に改定された「工期に関す

別添１



 

る基準」（参考２）に基づき、週休２日を確保し、受注者及びその下請負人が上限規制を

遵守できる工期の設定に御協力をお願いいたします。また、週休２日工事及び交替制工

事の導入とその対象工事拡大に取り組むようお願いいたします。 

上限規制の遵守という観点においては、猛暑日、降雨日・降雪日、河川の出水期や寒

冷・多雪地域における冬季休止期間など自然的要因における不稼働によって、作業が他

の期間に集中する可能性があることや、技能者や重機のオペレーターの現場への移動時

間も労働時間に該当しうることにも御配慮ください。 

 また、「工期に関する基準」においては、工事の前工程で工程遅延が発生し、適正な工

期を確保できなくなった場合は、遅延の理由を明らかにしつつ、必要に応じて工期の延

長などを行うことが求められていることから、工程の遅れが発生したことで受注者から

協議の申出があった場合には、適切に協議に応じるとともに、状況に応じ、必要な契約

変更を実施するようお願いいたします。 

 

２ 建設労働者の賃上げについて 

 本年 10 月１日から順次、地域別最低賃金が改定され、全国加重平均で 5.1%引き上げ

られたところですが（参考３）、建設業の将来の担い手確保には、長時間労働の改善とと

もに、建設労働者、特に技能労働者の処遇改善に向けた更なる賃上げが必要です。 

 そのためにも、建設事業者は、賃上げの原資となる適切な請負代金を受領する必要が

あります。建設労働者の賃上げに向けて、労務費については引き続き最新の公共工事設

計労務単価を反映させた価格設定とし、適切な行き渡りに御協力をいただくとともに、

原材料費、エネルギーコスト等については市場での取引価格を反映させた価格設定とす

るなど、適正な請負代金を設定いただきますようお願いいたします。併せて、資材費等

の変動があった場合の請負代金の変更に係る契約条項を適切に設定いただくとともに、

当該条項の運用に係る基準をあらかじめ設定し、それらに基づいて受注者から請負金額

の変更の協議の申出があった場合には、誠実に御対応いただきますようお願いいたしま

す。 

 

３ 建設労働者の労働災害防止について 

 建設業における労働災害は減少傾向にありますが、労働災害による死亡者数は、いま

だ建設業が最も多い状況にあり（令和５年の労働災害による死亡者数は全産業 755 名中、

建設業で 223 名）、引き続き労働災害の防止の徹底が求められています。 

 労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）第３条第３項の規定では、仕事を他人に請

け負わせる者は、施工方法、工期等（請負金の費目等を含む）について、安全で衛生的な

作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないよう配慮しなければならないこととさ

れています。 

 また、「工期に関する基準」においても、建設工事に当たっては、労働安全衛生法等を

遵守し、労働者の安全を確保するための十分な工期を設定することで施工の安全性を確



 

保することが必要であり、受発注者間における契約の締結に当たっては、安全及び健康

の確保に必要な期間や経費が適切に確保されることが必要であるとされています。 

 そのため、請負代金に安全衛生経費として必要な金額を設定し、また、工期に、労働

安全衛生法等で定める基準等を遵守した安全衛生設備等の準備に必要な期間や、猛暑日

等の自然要因における不稼働を考慮した期間を確保するなど、御配慮をお願いいたしま

す。なお、安全衛生経費については、各専門工事業団体に対して、昨年８月に「安全衛生

対策項目の確認表」の作成、本年３月に安全衛生経費を内訳として明示するための「標

準見積書」の作成を依頼しているところです。これも踏まえ、安全衛生経費の適切な支

払いに取り組んでいただくようお願いいたします（参考４）。 
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労働基準法第3 3条第1項について

● 労基法第33条第１項（災害など臨時の必要がある場合の時間外労働等）と労基法第36条（36協定による

時間外労働等）は、それぞれ独立した労基法第32条（労働時間）及び第35条（休日）の免罰規定であり、

労基法第33条第１項に基づき労働基準監督署長に許可申請等を行った場合は、36協定で定める限度と別

に時間外・休日労働を行わせることが可能となる。

労働基準法第33条第１項

災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可

を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日

に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に

遅滞なく届け出なければならない。

労働基準法第33条第１項の許可基準の概要

●単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めない。

●地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害への対応（差し迫った恐れがある場合における事前の対
応を含む。）、急病への対応その他の人命又は公益を保護するための必要は認める。 など

※ 除雪作業や、防疫作業を行う場合にも、労基法第33条第１項を適用することができる。



 

 

労働基準法第3 3条第１項と第1 3 9条第１項の違いについて

労基法第33条第１項 労基法第139条第１項

対象
災害その他避けることのできない事由
によって、臨時の必要がある場合

災害における復旧及び復興の事業

手続 事前の許可又は事後の届出 36協定を届出

効果
36協定で定める限度と別に
時間外・休日労働を行わせることができる

36協定で定める範囲内で
時間外・休日労働を行わせることができる

上限規制
の取扱い

適用なし

【適用なし】
・単月100時間未満
・複数月平均80時間以内

【適用あり】
・年720時間の上限
・月45時間超は６か月の限度



 
 

労働基準法第3 3条第１項と第1 3 9条第１項の関係図（イメージ図）

災害復旧事業

労基法第139条第１項の対象

（災害における復旧および復興の事業）

（例）緊急的な機能回復がある程度完了した段階で発注さ
れる被災した施設を原形に復旧する工事 など
※労基法第33条第１項の対象とはならない

災害復旧事業のうち、
労基法第33条第１項の対象

除雪作業
家畜伝染病に
係る防疫措置 など

（例）復興事業段階の工事

※労基法第33条第１項の対象とはならない

（例）都道府県等との災害協定・
（例）緊急的な機
能回復のための
災害復旧工事

災害復興事業

● 労基法第139条第１項は災害の復旧・復興に関する工事については事業の段階を問わず適用可能。

● 一方、労基法33条第１項は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要があると認め

られる場合に適用できるものであり、災害からの緊急的な機能回復を図るための復旧工事などに限られる。

災害復旧事業

防疫協定や契約等に基づく
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（参考３）最低賃金の改定について 

 

北海道 1010 （ 960 ） 50 5.2 令和6年10月1日

青　森 953 （ 898 ） 55 6.1 令和6年10月5日

岩　手 952 （ 893 ） 59 6.6 令和6年10月27日

宮　城 973 （ 923 ） 50 5.4 令和6年10月1日

秋　田 951 （ 897 ） 54 6.0 令和6年10月1日

山　形 955 （ 900 ） 55 6.1 令和6年10月19日

福　島 955 （ 900 ） 55 6.1 令和6年10月5日

茨　城 1005 （ 953 ） 52 5.5 令和6年10月1日

栃　木 1004 （ 954 ） 50 5.2 令和6年10月1日

群　馬 985 （ 935 ） 50 5.3 令和6年10月4日

埼　玉 1078 （ 1028 ） 50 4.9 令和6年10月1日

千　葉 1076 （ 1026 ） 50 4.9 令和6年10月1日

東  京 1163 （ 1113 ） 50 4.5 令和6年10月1日

神奈川 1162 （ 1112 ） 50 4.5 令和6年10月1日

新　潟 985 （ 931 ） 54 5.8 令和6年10月1日

富　山 998 （ 948 ） 50 5.3 令和6年10月1日

石　川 984 （ 933 ） 51 5.5 令和6年10月5日

福　井 984 （ 931 ） 53 5.7 令和6年10月5日

山　梨 988 （ 938 ） 50 5.3 令和6年10月1日

長  野 998 （ 948 ） 50 5.3 令和6年10月1日

岐　阜 1001 （ 950 ） 51 5.4 令和6年10月1日

静　岡 1034 （ 984 ） 50 5.1 令和6年10月1日

愛　知 1077 （ 1027 ） 50 4.9 令和6年10月1日

三　重 1023 （ 973 ） 50 5.1 令和6年10月1日

滋　賀 1017 （ 967 ） 50 5.2 令和6年10月1日

京　都 1058 （ 1008 ） 50 5.0 令和6年10月1日

大　阪 1114 （ 1064 ） 50 4.7 令和6年10月1日

兵　庫 1052 （ 1001 ） 51 5.1 令和6年10月1日

奈　良 986 （ 936 ） 50 5.3 令和6年10月1日

和歌山 980 （ 929 ） 51 5.5 令和6年10月1日

鳥　取 957 （ 900 ） 57 6.3 令和6年10月5日

島　根 962 （ 904 ） 58 6.4 令和6年10月12日

岡　山 982 （ 932 ） 50 5.4 令和6年10月2日

広　島 1020 （ 970 ） 50 5.2 令和6年10月1日

山　口 979 （ 928 ） 51 5.5 令和6年10月1日

徳　島 980 （ 896 ） 84 9.4 令和6年11月1日

香　川 970 （ 918 ） 52 5.7 令和6年10月2日

愛　媛 956 （ 897 ） 59 6.6 令和6年10月13日

高　知 952 （ 897 ） 55 6.1 令和6年10月9日

福　岡 992 （ 941 ） 51 5.4 令和6年10月5日

佐　賀 956 （ 900 ） 56 6.2 令和6年10月17日

長　崎 953 （ 898 ） 55 6.1 令和6年10月12日

熊　本 952 （ 898 ） 54 6.0 令和6年10月5日

大　分 954 （ 899 ） 55 6.1 令和6年10月5日

宮　崎 952 （ 897 ） 55 6.1 令和6年10月5日

鹿児島 953 （ 897 ） 56 6.2 令和6年10月5日

沖　縄 952 （ 896 ） 56 6.3 令和6年10月9日

全国加重平均 1055 （ 1004 ） 51 5.1 -

令和６年度　地域別最低賃金　改定状況

都道府県名 改定額【円】
※括弧内の数字は改定前の地域別最低賃金額

引上げ額【円】 発効年月日
引き上げ率
【％】



 

（参考４）安全衛生経費の適切な支払いについて 

 



 

 



 
 



 

 



基 発 1 1 0 5 第 １ 号 

国 不 建 第 1 0 5 号 

令 和 ６ 年 1 1 月 ５ 日 

主要民間団体の長 殿 

厚 生 労 働 省 労 働 基 準 局 長 

国土交通省不動産・建設経済局長 

（ 公 印 省 略 ） 

建設業の働き方改革等の実現に向けた取組について（協力依頼） 

日頃より、労働基準行政及び建設業行政の運営について、格別の御理解と御協力を賜り、

厚く御礼申し上げます。 

さて、本年４月から、建設業にも時間外労働の上限規制（以下「上限規制」という。概要

は参考１のとおり。）の適用が開始されました。これまでの働き方改革の取組によって、建

設業の労働時間は大きく減少していますが、なお高水準であり、令和６年４月から同年８月

までの間で、全産業に比べ 12.6 時間長い状況です（厚生労働省「毎月勤労統計調査」パー

トタイムを除く一般労働者）。また、建設業では就業者の高齢化も進み、将来の担い手確保

も懸念されており、働き方改革の推進や処遇の改善が必要不可欠です。 

こうした実態を踏まえ、厚生労働省と国土交通省では、適正な工期設定など、建設業で働

く方の労働環境の改善に向けた取組への御協力を呼びかけており、今後も別添のリーフレ

ット及び啓発動画「はたらきかたススメ ver２（建設業編）」（https://www.youtube.com/w

atch?v=mQrAWj4y_MQ）（ポータルサイト「はたらきかたススメ」（https://hatarakikatasus

ume.mhlw.go.jp/）にも掲載。）により周知広報を行ってまいります。 

つきましては、貴職におかれましても、適正な工期の確保、建設業で働く方の処遇改善に

向けて、下記の点につき、引き続き御理解と御協力をいただきますようお願いいたします。 

併せて、各構成員に対しても、別添のリーフレット及び啓発動画を周知いただき、下記の

点について御理解と御協力を得られるよう、お力添えをお願いいたします。 

記 

１ 建設労働者の長時間労働の改善について 

 建設労働者の長時間労働改善に向けて、令和６年３月 27 日に改定された「工期に関す

る基準」（参考２）を踏まえ、週休２日を確保し、受注者からの見積りに基づきながら、

別添２



 

受注者及びその下請負人が上限規制を遵守できる工期が設定されるよう御協力をお願い

いたします。 

上限規制の遵守という観点においては、猛暑日、降雨日・降雪日、河川の出水期や寒

冷・多雪地域における冬季休止期間など自然的要因における不稼働によって、作業が他

の期間に集中する可能性があることや、技能者や重機のオペレーターの現場への移動時

間も労働時間に該当しうることにも御配慮ください。 

また、「工期に関する基準」においては、工事の前工程で工程遅延が発生し、適正な工

期を確保できなくなった場合は、遅延の理由を明らかにしつつ、必要に応じて工期の延

長などを行うことが求められていることから、工程の遅れが発生したことで受注者から

協議の申出があった場合には、適切に協議に応じるとともに、状況に応じ、必要な契約

変更を実施するようお願いいたします。 

加えて、同基準では、発注者の果たすべき責務として、民間工事に関し、工事の内容

によっては、設計図書等において施工条件等をできるだけ明確にすることが求められて

いるほか、設計図書と実際の現場の状態が一致しない場合や、発注者が行うべき関係者

との調整等により着手時期に影響を受けた場合、天災等の不可抗力の影響を受けた場合、

資材・労務の需給環境の変化その他の事由により作業不能日数が想定外に増加した場合

など、予定された工期で工事を完了することが困難と認められるときには、受発注者双

方の協議のうえで、必要に応じて、適切に工期延長を含めた変更契約を締結することが

求められております。 

以上を踏まえて、受注者から契約締結前又は変更契約が必要となる際に、上限規制を

遵守した適正な工期が確保された見積りが受注者から提出された場合には、その内容を

確認し、尊重していただきますようお願いします。 

 

２ 建設労働者の賃上げについて 

 本年 10 月１日から順次、地域別最低賃金が改定され、全国加重平均で 5.1%引き上げ

られたところですが（参考３）、建設業の将来の担い手確保には、長時間労働の改善とと

もに、建設労働者、特に技能労働者の処遇改善に向けた更なる賃上げが必要です。 

 そのためにも、引き続き受発注者間で価格転嫁を進めていくことが必要です。受発注

者間での価格転嫁が進むことで、建設事業者間（元請下請間）での価格転嫁につながり、

それが建設労働者の賃上げの原資となります。 

つきましては、契約締結に際しては受注者からの見積り書に基づきながら、適正な請

負代金となるよう最新の公共工事設計労務単価を踏まえた労務費の確保やその行き渡り

に加え、市場での取引価格を反映させた原材料費、エネルギーコスト等の設定に御協力

をお願いいたします。併せて、資材費等の変動があった場合の請負代金の変更に係る条

項を適切に設定いただくとともに、それに基づいて受注者から請負金額の変更の協議の

申出があった場合には、誠実に御対応いただきますようお願いいたします。 

 



 

３ 建設労働者の労働災害防止について 

 建設業における労働災害は減少傾向にありますが、労働災害による死亡者数は、いま

だに建設業が最も多い状況にあり（令和５年の労働災害による死亡者数は全産業 755 名

中、建設業で 223 名）、引き続き労働災害の防止の徹底が求められています。 

 労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）第３条第３項の規定では、仕事を他人に請

け負わせる者は、施工方法、工期等（請負金の費目等を含む）について、安全で衛生的な

作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないよう配慮しなければならないこととさ

れています。 

また、「工期に関する基準」においても、建設工事に当たっては、労働安全衛生法等を

遵守し、労働者の安全を確保するための十分な工期を設定することで施工の安全性を確

保することが必要であり、受発注者間における契約の締結に当たっては、安全及び健康

の確保に必要な期間や経費が適切に確保されることが必要であるとされています。 

そのため、契約締結に際しては受注者からの見積り書に基づきながら、請負代金に安

全衛生経費として必要な金額の設定や、工期に、労働安全衛生法等で定める基準等を遵

守した安全衛生設備等の準備に必要な期間や、猛暑日等の自然要因における不稼働を考

慮した期間の確保がなされるよう御協力をお願いいたします。なお、安全衛生経費につ

いては、各専門工事業団体に対して、昨年８月に「安全衛生対策項目の確認表」の作成、

本年３月に安全衛生経費を内訳として明示するための「標準見積書」の作成を依頼して

いるところです。これも踏まえ、安全衛生経費の適切な支払いに取り組んでいただくよ

うお願いいたします（参考４）。 

  



たしかめよう！

詳しくは裏面をご覧ください

建設業、ドライバー、医師の
時間外労働の上限規制適用開始！

2024年4月から

みなさまに
お願いがあります！

取引関係者の皆さま、国民の皆さま

受診は
診療時間内に！
医療のかかり方への
ご理解・ご配慮をお願いいたします。

詳しくは特設サイトへ!
働き方改革の推進にご協力をお願いいたします。

はたらきかたススメ 検索

適正な
工期の設定を！
週休2日の実現に向け、
ご配慮をお願いいたします。

行程・ダイヤについて
よく話し合いを！
停留所からの安全な発車にも
ご協力ください。

再配達の削減に向け、
確実に受け取れる時間の指定や
置き配などの活用もお願いいたします。

荷待ち時間・
荷役時間の削減を！

くらし・はたらき
マエストロ

たしかめたん

別添３



みなさまへお願い

みなさまへ大切なお願いです！
暮らしを支える方々のためにも

医　師

※♯7119/♯8000の実施状況は地域によって異なります。
　非対応地域については、全国版救急受診アプリ「Ｑ助」をご活用ください。
　詳しくはウェブサイトをご覧ください。

夜間や休日など診療時間外に緊急でない受診をすることは、
医師の負担につながります。

抱える
問題

できる
わたしたちに

こと

受診すべきか迷う場合には
☎♯7119（大人）または☎♯8000（小児）  へご相談ください。
また、ご家族の方も病状説明などは
決められた診療時間内の受診をお願いいたします。

（※）

工期が短いと、土日も働かなければならず、
長時間労働につながります。

抱える
問題

工事を受注・発注するときは、
ゆとりをもった適正なスケジュールに。
また、工事の受注・発注に当たっては適切な金額での契約を
心がけてください。

できる
わたしたちに

こと

建設業

運行スケジュールによっては、
休憩できずに運転時間が長くなってしまいます。

抱える
問題

できる
わたしたちに

こと

貸切バスや送迎バス、コミュニティバスを発注するときには、
行程やダイヤについてバス事業者とよく話し合いを。
また、運転者が必要なときに休憩をとれるように
ＳＡ・ＰＡの駐車ルールを守ることも重要です。

運転者
バ ス

荷待ち時間・荷役時間は、一運行あたり平均３時間程度と言われており、
長時間労働の原因となっています。

抱える
問題

荷待ち・荷役作業時間削減のため、適切な日時指定、
予約システムの導入、作業効率化などの工夫を。
また、「標準的運賃」を参考に、運賃や、荷待ち、荷役作業の
料金の見直しもお願いいたします。

できる
わたしたちに

こと

トラック
ドライバー

くらし・はたらきマエストロ

たしかめたん



■期 間 ２０２４年３月～２０２５年３月（随時更新）

■内 容 発注者、発注者団体への要請活動
ポスター作成及び周知
※その他、構成団体と協議

■構成団体 日本建設業連合会
全国建設業協会
全国中小建設業協会
建設産業専門団体連合会

■後援 国土交通省
厚生労働省
総務省
全国知事会
全国市長会
全国町村会
日本経済団体連合会
日本商工会議所

【主旨】

建設業においては、技能労働者の高齢化に伴い近い将来大量に離職することが想定されていることに加え、少子
高齢化に伴う若年労働者の厳しい人材獲得競争の中で、週休２日（土日閉所）の定着は喫緊の課題となっている。
更に2024年４月からは労働基準法に基づく時間外労働の罰則付き上限規制が適用される。時間外労働を抑制し、

同規制をクリアするためには、労働生産性の向上と週休２日（土日閉所）の定着が必要不可欠である。
こうした状況に鑑み、日建連、全建、全中建、建専連では、大手、中小を問わず業界を挙げて、建設現場（緊急

工事、工程上やむを得ない工事を除く。）において土日閉所を目指すこととして「目指せ！建設現場 土日一斉閉
所」運動を行うこととした。

「目指せ！建設現場 土日一斉閉所」運動 別添４



建設業界の働き⽅改⾰へ“⼟⽇休み前提の⼯期を”発注元に要望
2024年11⽉5⽇ 18時15分 働き⽅改⾰

⼈⼿不⾜が深刻な建設業界での働き⽅改⾰に向けて、建設業者の団体が発注元の不動産業者などに対し、

⼟⽇の休みを前提とした⼯期の設定を求めました。

建設業界では、ことし4⽉から時間外労働の上限規制が適⽤され⼈⼿不⾜の深刻化が懸念されていて、現場

で働く⼈の働き⽅改⾰や賃上げが課題となっています。

5⽇は「⽇本建設業連合会」など、建設業の4つの団体が発注元の不動産業者などでつくる「不動産協会」

に対して要望を⾏いました。

この中では、時間外労働の抑制や若い担い⼿の確保に向けて、⼟⽇の休みを前提とした適正な⼯期を設定

することや、休みが増えても収⼊が減らないよう必要な費⽤を⼯事代⾦に反映することを求めています。

⽇本建設業連合会の宮本洋⼀会⻑は、「受注者・発注者双⽅にメリットがある関係を構築していきたい」

と述べました。

⼀⽅、不動産協会の担当者は、「個別のプロジェクトごとに休みは設定されているが、要望は会員企業に

周知する」と応じていました。

⽇本建設業連合会によりますと、昨年度、建築と⼟⽊の現場で4週間で8⽇以上、作業を⽌めて休みを確保

したところは、全体の半数ほどにとどまっているということです。

放送番組︓ニュース[総合] 2024年11月05日 午後6:00 ～ 午後6:10 (10分)
※なお、この動画は権利の関係上、取扱注意でお願いいたします。

https://www3.nhk.or.jp/news/word/0000279.html
https://www3.nhk.or.jp/news/live/index.html
https://www3.nhk.or.jp/news/live/index.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241106/k10014629931000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241105/k10014628891000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241105/k10014629231000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241105/k10014628901000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241105/k10014629941000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/contents/ohabiz/
https://www.nhk.or.jp/kishou-saigai/
https://www.nhk.or.jp/kishou-saigai/
https://www3.nhk.or.jp/news/movie.html
https://www3.nhk.or.jp/news/movie.html
https://www.nhk.or.jp/kishou-saigai/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241105/k10014629461000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/word/0000954.html
https://www3.nhk.or.jp/news/word/0000026.html
https://www3.nhk.or.jp/news/word/0002039.html
https://www3.nhk.or.jp/news/word/0001594.html
https://www3.nhk.or.jp/news/word/0001538.html
https://www3.nhk.or.jp/news/word/0002471.html
https://www3.nhk.or.jp/news/word/0002151.html
https://www3.nhk.or.jp/news/word/
https://www3.nhk.or.jp/news/word/
https://www3.nhk.or.jp/news/
https://www3.nhk.or.jp/news/
https://www3.nhk.or.jp/news/catnew.html
https://www3.nhk.or.jp/news/easy/
https://www.nhk.or.jp/
https://www.nhk.or.jp/info/?cid=dchk-commonheader
https://www3.nhk.or.jp/news/?cid=dchk-commonheader
https://plus.nhk.jp/?cid=dchk-commonheader
https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/
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